
広 報 た か は ま 　H27.2.1　■ ■ ■ ■ 　8

問合せ先　市総合政策グループ　☎ 52-1111（内線 365）

　小学校区を単位に、子どもからお年寄りまでさ
まざまな市民や団体が力を合わせて「住んでよかっ
た！」「いつまでも住み続けたい！」の実現に向けて
活動している「まちづくり協議会」。
　平成26年12月高浜市議会定例会において「まちづ
くり協議会条例」が可決・制定されました。どうし
て条例をつくったのか、どんな内容なのか、条例の
ポイントを紹介します。

４月１日スタート！
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「まちづくり協議会条例」の概要「自治基本条例」（抜粋）
（１）まちづくり協議会の構成員
　�小学校区内に住んでいる人、働いている人、学ん
でいる人、事業・活動を行っている人・団体

（２）まちづくり協議会の認定要件
　・運営に必要な事項が規約に定められている。
　・規約に基づいて民主的に運営されている。
　・町内会が参画している。
　・構成員は希望に応じて誰もが活動に参加できる。

（３）活動にあたっての留意点
　・�地域の特性を活かし、地域課題の解決や魅力向
上に向けて、自主的・主体的にまちづくりを行う。

　・�まちづくり協議会と行政は、お互いに補完し合
いながらまちづくりを行う。

　・地域の市民との情報共有に努める。
（４）まちづくり協議会に対する行政の姿勢
　�行政は、まちづくり協議会の自主性・主体性を尊
重し、活動について適切な助言・支援を行う。

(まちづくり協議会)
第�17条　市民は、前条に規定する地域内分権を
推進する組織として、小学校区ごとに一を限り、
その地域の市民で構成するまちづくり協議会を
設置することができます。

２�　まちづくり協議会は、その地域の市民に開か
れた組織とし、身近な地域の課題を話し合い、
解決できるよう、地域の市民の意思を反映して
まちづくりを行います。

3�　まちづくり協議会に関する必要な事項は、別
に条例で定めます。


